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(57)【要約】
【課題】　本発明は、使用時に底面が抜けにくい六角底
面ケースを提供する。
【解決手段】　六角底面ケース１は、第１下辺～第６下
辺を有する平面視六角形の下方開口部を有し且つ折り畳
み可能な筒状の周壁２と、前記下方開口部を塞ぐ底面５
と、を有し、前記底面５が、右サイドフラップ片６と、
左サイドフラップ片７と、センターフラップ片８と、を
有し、前記センターフラップ片８の面内中央部には、第
３下辺と平行なセンター折り罫線８ａが形成され、前記
右サイドフラップ片６及び左サイドフラップ片７の面内
には、前記センター折り罫線８ａの延長線上に沿って右
サイド折り罫線６ａ及び左サイド折り罫線７ａが形成さ
れ、前記センターフラップ片８は、前記センター折り罫
線８ａにおいて前記周壁２の内側方向のみに折り曲げ可
能であり、前記センターフラップ片８が、右サイドフラ
ップ片６及び左サイドフラップ片７の下面側に配置され
ている。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１下辺～第６下辺を有する平面視六角形の下方開口部を有し且つ折り畳み可能な筒状
の周壁と、前記下方開口部を塞ぐ底面と、を有する六角底面ケースであって、
　前記底面が、隣接する第１下辺及び第２下辺に連設された右サイドフラップ片と、隣接
する第４下辺及び第５下辺に連設された左サイドフラップ片と、対向する第３下辺及び第
６下辺に連設されたセンターフラップ片と、を有し、
　前記センターフラップ片の面内中央部には、第３下辺と平行なセンター折り罫線が形成
され、
　前記右サイドフラップ片の面内には、前記センター折り罫線の延長線上に沿って右サイ
ド折り罫線が形成され、前記左サイドフラップ片の面内には、前記センター折り罫線の延
長線上に沿って左サイド折り罫線が形成され、
　前記センターフラップ片は、前記センター折り罫線において前記周壁の内側方向のみに
折り曲げ可能であり、
　前記センターフラップ片が、右サイドフラップ片及び左サイドフラップ片の下面側に配
置されていることを特徴とする六角底面ケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、底面が六角形状に形成された折り畳み可能な六角底面ケースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、底面が六角形状に形成された折り畳み可能な六角底面ケースが知られている。
　この六角底面ケースは、平面視六角形の下方開口部を有する六角柱状の周壁と、前記周
壁の下方開口部を塞ぐ底面と、を有する。該六角底面ケースは、底面を周壁の内側に折り
畳むことによってその全体を扁平状にでき、使用時には、折り畳まれていた底面を起立さ
せることによって物品を収納可能な箱型に形成できる。
　従来、この種の六角底面ケースとしては、例えば、特許文献１に記載の六角箱の折畳み
構造が知られている。
【０００３】
　具体的には、特許文献１に記載の用語及び符号を援用して説明すると、この六角箱の折
畳み構造は、面Ａ１に折目ｂ１を介して連設された底面Ｂ１と、面Ａ６に折目ｂ６を介し
て連設され且つ突縁Ｃ４を有する底面Ｂ６と、面Ａ２に折目ｂ２を介して連設された底面
Ｂ２と、の３面を糊着して一体化し、他方、面Ａ４に折目ｂ４を介して連設された底面Ｂ
４と、面Ａ３に折目ｂ３を介して連設され且つ突縁Ｃ２を有する底面Ｂ３と、面Ａ５に折
目ｂ５を介して連設された底面Ｂ５と、の３面を糊着して一体化し、対向する突縁Ｃ２の
付根Ｐ２と突縁Ｃ４の付根Ｐ４を係合させる。このように係合させることによって六角箱
の底面が構成され、この六角箱は折り畳むこともできる。
【特許文献１】実公平２－４０３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の六角箱は、対向する突縁の付根を係合させるこ
とによって底面が構成されているため、箱内に比較的重い物品を入れたときに、前記突縁
の係合が外れ、その結果、箱の底面が抜ける場合がある。
【０００５】
　本発明の目的は、不使用時に扁平状に折り畳むことができ、使用時に底面が抜けにくい
六角底面ケースを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本発明の六角底面ケースは、第１下辺～第６下辺を有する平面視六角形の下方開口部を
有し且つ折り畳み可能な筒状の周壁と、前記下方開口部を塞ぐ底面と、を有し、前記底面
が、隣接する第１下辺及び第２下辺に連設された右サイドフラップ片と、隣接する第４下
辺及び第５下辺に連設された左サイドフラップ片と、対向する第３下辺及び第６下辺に連
設されたセンターフラップ片と、を有し、前記センターフラップ片の面内中央部には、第
３下辺と平行なセンター折り罫線が形成され、前記右サイドフラップ片の面内には、前記
センター折り罫線の延長線上に沿って右サイド折り罫線が形成され、前記左サイドフラッ
プ片の面内には、前記センター折り罫線の延長線上に沿って左サイド折り罫線が形成され
、前記センターフラップ片は、前記センター折り罫線において前記周壁の内側方向のみに
折り曲げ可能であり、前記センターフラップ片が、右サイドフラップ片及び左サイドフラ
ップ片の下面側に配置されている。
【０００７】
　本発明の六角底面ケースは、右サイド折り罫線、左サイド折り罫線及びセンター折り罫
線において、右サイドフラップ片、左サイドフラップ片及びセンターフラップ片を折り曲
げることができる。従って、上記六角底面ケースは、周壁及び底面を扁平状に折り畳むこ
とができる。一方、折り曲げられた右サイドフラップ片、左サイドフラップ片及びセンタ
ーフラップ片を平坦状に起立させることにより、周壁の下方開口部を塞ぐ底面を構成でき
る。
　底面を構成するセンターフラップ片は、対向する第３下辺及び第６下辺に連設されてお
り、且つ、センター折り罫線において前記周壁の内側方向のみに折り畳み可能であり、更
に、センターフラップ片は、右サイドフラップ片及び左サイドフラップ片の下面側に配置
されている。従って、本発明の六角底面ケースの底面は、右サイドフラップ片及び左サイ
ドフラップ片の下面側に、周壁の外側方向へ折れ曲がり難いセンターフラップ片が重なっ
て構成されている。従って、本発明の六角底面ケースは、ケース内に比較的重い物品を入
れても、底面が抜ける虞がない。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の六角底面ケースは、不使用時に、扁平状に折り畳むことができる。また、本発
明の六角底面ケースは、使用時に、右サイドフラップ片、左サイドフラップ片及びセンタ
ーフラップ片を平坦状に起立させることにより、容易に抜けにくい底面を形成できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、図面を参照しつつ具体的に説明する。なお
、各部の用語の接頭語として、第１、第２などを付す場合があるが、該接頭語は、用語を
区別するために付加されるものであり、各部の順序や優劣などを意味しない。
　また、各図において、一点鎖線は、折り罫線を示す。折り罫線は、特に限定されず、例
えば、シート材の厚み方向に切り込んだＶノッチ線、ミシン目線などが挙げられる。
【００１０】
　図１～図５に於いて、１は、シート材１１を組み立てて形成された六角底面ケースを示
す。
　なお、図１は、六角底面ケース１を形成するために所定形状に切り抜かれたシート材の
展開平面図である。
　該六角底面ケース１は、上下に開口部を有する筒状の周壁２と、前記周壁２の上方開口
部を塞ぐ蓋３と、前記周壁２の下方開口部を塞ぐ底面５と、を有する。
【００１１】
　六角底面ケース１を形成するシート材１１としては、特に限定されず、従来公知のシー
トを用いることができる。
　該シート材１１としては、例えば、合成樹脂製シート、金属蒸着層を有する合成樹脂製
シート、厚紙、及びこれらの積層シートなどが挙げられる。
　好ましくは、シート材１１としては、合成樹脂製シートを含むシートが用いられ、より
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好ましくは、合成樹脂製シート（２枚以上の合成樹脂製シートが積層された樹脂製シート
を含む）が用いられる。合成樹脂製シートの材質としては、例えば、ポリプロピレン、ポ
リエチレンなどのポリオレフィン系、ポリエチレンテレフタレートなどのポリエステル系
、ポリスチレン系、ポリアミド系などが挙げられる。
【００１２】
　また、シート材１１は、透明性に優れたシートを用いることが好ましい。該透明性に優
れたシートとしては、全光線透過率が７０％以上であるシートが好ましく、より好ましく
は８０％以上であり、さらに好ましくは９０％以上である。ただし、全光線透過率は、Ｊ
ＩＳ Ｋ７１０５（プラスチックの光学的特性試験方法）に準拠した測定法によって測定
される値をいう。
【００１３】
　上記シート材１１は、無色であることが好ましいが、透明性を損なわない範囲で着色さ
れていてもよい。また、シート材１１には、必要に応じて、所望の意匠印刷が施されてい
てもよい。
　シート材１１の厚みは、特に限定されないが、好ましくは０．２ｍｍ～１．０ｍｍ程度
である。中でも、適度な剛性を有することから、厚み０．２ｍｍ～０．６ｍｍ程度の透明
なポリプロピレン製シートを用いることが好ましい。
【００１４】
　周壁２は、連設された第１～第６壁面２１～２６を有し、第１～第６壁面２１～２６の
境界には、上下方向に且つ平行に第１～第６折り罫線２１ａ～２６ａがそれぞれ形成され
ている。
　周壁２は、第１壁面２１の側部に延設された糊代片２７（図１参照）を第６壁面２６に
接着し且つ第１～第６折り罫線２１ａ～２６ａにおいて折り曲げることによって、六角筒
状に形成されている。好ましくは、前記周壁２は、隣接する壁面の成す角が約６０度とな
る正六角筒状に形成されている。
　該周壁２は、対向する第２折り罫線２２ａ及び第５折り罫線２５ａにおいて山折りする
ことによって、扁平状に折り畳むことができる。また、扁平状に折り畳んだ周壁２は、第
２折り罫線２２ａ及び第５折り罫線２５ａにおいて、外側から内側へ押圧することによっ
て六角筒状に起立させることができる。
　なお、本明細書において、山折りとは、周壁２の外側方向へ折られることをいい、谷折
りとは、周壁２の内側方向へ折られることをいう。
【００１５】
　周壁２の上方開口部は、第１～第６壁面２１～２６の各上辺２１ｂ～２６ｂから形成さ
れており、周壁２の下方開口部は、第１～第６壁面２１～２６の各下辺２１ｃ～２６ｃか
ら形成されている。従って、起立させた状態の周壁２の上方開口部及び下方開口部は、平
面視六角形状（好ましくは、平面視正六角形状）である。
　なお、第１壁面２１の上辺２１ｂを「第１上辺２１ｂ」といい、第２～第６壁面２２～
２６の上辺２２ｂ～２６ｂも同様に「第２～第６上辺２２ｂ～２６ｂ」という。また、第
１壁面２１の下辺２１ｃを「第１下辺２１ｃ」といい、第２～第６壁面２２～２６の下辺
２２ｃ～２６ｃも同様に「第２～第６下辺２２ｃ～２６ｃ」という。
【００１６】
　蓋３は、第３上辺２３ｂに連設されている。蓋３は、周壁２の上方開口部の形状に合致
する平面視六角形状に形成されている。六角形状の蓋３の隣接しない辺には、差込み部３
１が延設されている。該差込み部３１は、蓋３を閉じたときに、第１壁面２１及び第５壁
面２５に形成された切込み部２８に差し込まれる。
　また、第１上辺２１ｂ、第２上辺２２ｂ、第４上辺２４ｂ及び第５上辺２５ｂには、平
面視略台形状の小フラップ片３２がそれぞれ連設されている。この小フラップ片３２は、
蓋３を閉じたときに、周壁２の上方開口部と蓋３の間に介在し、両者間の隙間を塞ぐ。
【００１７】
　さらに、第６上辺２６ｂには、折り罫線を介して、平面視略矩形状の突出フラップ片３
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３が連設されている。この突出フラップ片３３は、蓋３を閉じたときに上方へ突出される
。該突出フラップ片３３は、例えば、ケースの持ち手部分として利用できる。また、図示
したように突出フラップ片３３の面内に孔３４を穿設することによって、該突出フラップ
片３３は、吊下げ部として利用することもできる。
　なお、第１～第６上辺２１ｂ～２６ｂ上には、蓋３、小フラップ片３２及び突出フラッ
プ片３３を折り曲げやすくするため、折り罫線が形成されている。
【００１８】
　前記底面５は、隣接する第１下辺２１ｃ及び第２下辺２２ｃに連設された右サイドフラ
ップ片６と、隣接する第４下辺２４ｃ及び第５下辺２５ｃに連設された左サイドフラップ
片７と、対向する第３下辺２３ｃ及び第６下辺２６ｃに連設されたセンターフラップ片８
と、を有する。
　なお、上記各フラップ片６，７，８を折り曲げ易くするため、第１下辺２１ｃ～第６下
辺２６ｃ上に、それぞれ折り罫線が形成されている。
【００１９】
　右サイドフラップ片６は、第１下辺２１ｃから延設された第１右サイドフラップ部６１
と、第１下辺２１ｃに隣接する第２下辺２２ｃから延設された第２右サイドフラップ部６
２と、を有する。
　第１右サイドフラップ部６１は、第１下辺２１ｃの一方端部（第１折り罫線２１ａに隣
接する端部）から前記第１折り罫線２１ａの略延長線上に延びる辺を有し且つ第１下辺２
１ｃの他方端部（第２折り罫線２２ａに隣接する端部）から約６０度の斜辺を有して延設
された平面視略台形状の右サイド本体部６１１と、前記右サイド本体部６１１の斜辺から
延設された平面視略正三角形状の右サイド糊代部６１２と、を有する。
【００２０】
　さらに、第１右サイドフラップ部６１の面内には、前記斜辺上に右サイド折り罫線６ａ
が形成されている。また、第１右サイドフラップ部６１の斜辺の先端部は、第２右サイド
フラップ部６２側へと突出している。この突出により、第１右サイドフラップ部６１の先
端部には、係合用の右サイド段部６３が形成されている。
　第２右サイドフラップ部６２は、第２下辺２２ｃの一方端部（第２折り罫線２２ａに隣
接する端部）からから約６０度の斜辺を有し且つ第２下辺２２ｃの他方端部（第３折り罫
線２３ａに隣接する端部）から前記第３折り罫線２３ａの略延長線上に延びる辺を有する
。
【００２１】
　上記第２右サイドフラップ部６２の斜辺が右サイド折り罫線６ａを越えないようにしつ
つ、第２右サイドフラップ部６２に右サイド糊代部６１２を重ねて接着することによって
、右サイドフラップ片６が構成されている。
　なお、図１において、第１右サイドフラップ部６１と第２右サイドフラップ部６２の接
着部分を網掛けで示す。
【００２２】
　かかる右サイドフラップ片６が第１下辺２１ｃ及び第２下辺２２ｃに連設されているこ
とにより、周壁２の起立状態において、第１下辺２１ｃと第２下辺２２ｃとの成す角が約
１２０度となる。
　また、周壁２の起立状態において、右サイド折り罫線６ａは、第１下辺２１ｃの他方端
部（第２折り罫線２２ａに隣接する端部）を起点として第３下辺２３ｃと平行に延びてい
る（右サイド折り罫線６ａと第１下辺２１ｃとの成す角が約６０度となる）。
　従って、右サイドフラップ片６の面内に形成された右サイド折り罫線６ａは、後述する
センターフラップ片８のセンター折り罫線８ａの延長線上に位置している。
【００２３】
　上記右サイドフラップ片６は、右サイド折り罫線６ａにおいて谷折りでき、周壁２の内
側方向のみに折り曲げ可能である。このように右サイドフラップ片６を周壁２の内側方向
のみに折り曲げるようにする方法として、本実施形態では、右サイド折り罫線６ａとして
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Ｖノッチが用いられ、該Ｖノッチが右サイドフラップ片６の上面側から刻設されている。
また、右サイドフラップ片６を周壁２の内側方向のみに折り曲げ可能とする他の方法とし
ては、第２右サイドフラップ部６２の先端部が右サイド折り罫線６ａを越えて第１右サイ
ドフラップ部６１の上面に重ねられ、右サイド折り罫線６ａを越えた先端部を除いて、第
２右サイドフラップ部６２が第１センターフラップ部８１の上面に接着すればよい（この
方法は、後述するセンターフラップ片８と同様である）。
【００２４】
　左サイドフラップ片７は、第４下辺２４ｃから延設された第１左サイドフラップ部７１
と、第４下辺２４ｃに隣接する第５下辺２５ｃから延設された第２左サイドフラップ部７
２と、を有する。
　第１左サイドフラップ部７１は、第４下辺２４ｃの一方端部（第４折り罫線２４ａに隣
接する端部）から前記第４折り罫線２４ａの略延長線上に延びる辺を有し且つ第４下辺２
４ｃの他方端部（第５折り罫線２５ａに隣接する端部）から約６０度の斜辺を有して延設
された平面視略台形状の左サイド本体部７１１と、前記左サイド本体部７１１の斜辺から
延設された平面視略正三角形状の左サイド糊代部７１２と、を有する。
【００２５】
　さらに、第１左サイドフラップ部７１の面内には、前記斜辺上に左サイド折り罫線７ａ
が形成されている。また、第１左サイドフラップ部７１の斜辺の先端部は、第２左サイド
フラップ部７２側へと突出している。この突出により、第１左サイドフラップ部７１の先
端部には、係合用の左サイド段部７３が形成されている。
　第２左サイドフラップ部７２は、第５下辺２５ｃの一方端部（第５折り罫線２５ａに隣
接する端部）からから約６０度の斜辺を有し且つ第５下辺２５ｃの他方端部（第６折り罫
線２６ａに隣接する端部）から前記第６折り罫線２６ａの略延長線上に延びる辺を有する
。
【００２６】
　上記第２左サイドフラップ部７２の斜辺が左サイド折り罫線７ａを越えないようにしつ
つ、第２左サイドフラップ部７２に左サイド糊代部７１２を重ねて接着することによって
、左サイドフラップ片７が構成されている。
　なお、図１において、第１左サイドフラップ部７１と第２左サイドフラップ部７２の接
着部分を網掛けで示す。
【００２７】
　かかる左サイドフラップ片７が第４下辺２４ｃ及び第５下辺２５ｃに連設されているこ
とにより、周壁２の起立状態において、第４下辺２４ｃと第５下辺２５ｃとの成す角が約
１２０度となる。
　また、周壁２の起立状態において、左サイド折り罫線７ａは、第４下辺２４ｃの他方端
部（第５折り罫線２５ａに隣接する端部）を起点として第３下辺２３ｃと平行に延びてい
る（左サイド折り罫線７ａと第４下辺２４ｃとの成す角が約６０度となる）。
　従って、左サイドフラップ片７の面内に形成された左サイド折り罫線７ａは、後述する
センターフラップ片８のセンター折り罫線８ａの延長線上に位置している。
【００２８】
　上記左サイドフラップ片７は、左サイド折り罫線７ａにおいて谷折りでき、周壁２の内
側方向のみに折り曲げ可能である。このように左サイドフラップ片７を周壁２の内側方向
のみに折り曲げるようにする方法としては、上記右サイドフラップ片６で示した方法が挙
げられる。
【００２９】
　上記右サイドフラップ片６及び左サイドフラップ片７は、起立状態（右サイド折り罫線
６ａ及び左サイド折り罫線７ａにおいて折り曲げず、平坦状にした状態）では、右サイド
フラップ片６の先端部と左サイドフラップ片７の先端部が重なると共に、右サイドフラッ
プ片６の右サイド段部６３と左サイドフラップ片７の左サイド段部７３が係合し合う（図
４参照）。



(7) JP 2010-18297 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

【００３０】
　センターフラップ片８は、第３下辺２３ｃから延設された平面視略矩形状の第１センタ
ーフラップ部８１と、第６下辺２６ｃから延設された平面視略矩形状の第２センターフラ
ップ部８２と、を有する。第２センターフラップ部８２の延設長さは、第１センターフラ
ップ部８１の延設長さの約１／２倍よりも少し長く形成されている。さらに、第１センタ
ーフラップ部８１の面内の中央部には、第３下辺２３ｃと平行なセンター折り罫線８ａが
形成されている。
【００３１】
　第２センターフラップ部８２の先端部がセンター折り罫線８ａに跨るようにして、第１
センターフラップ部８１の上面に第２センターフラップ部８２の下面を重ねると共に、第
１センターフラップ部８１の先端部からセンター折り罫線８ａまでの領域と第２センター
フラップ部８２の下面とを接着することによって、センターフラップ片８が構成されてい
る。従って、センターフラップ片８は、第３下辺２３ｃ及び第６下辺２６ｃに架け渡され
るように連設されている。
　なお、図１において、第１センターフラップ部８１と第２センターフラップ部８２の接
着部分を網掛けで示す。
【００３２】
　第１センターフラップ部８１及び第２センターフラップ部８２が、上記のように重ねら
れ且つ接着されていることによって、センターフラップ片８は、センター折り罫線８ａに
おいて谷折りすることができる。一方、第２センターフラップ部８２は、その先端部がセ
ンター折り罫線８ａを越えているので、上記センターフラップ片８は、山折りすることは
できない。従って、センターフラップ片８は、周壁２の内側方向のみに折り曲げ可能であ
る。
【００３３】
　このセンターフラップ片８は、右サイドフラップ片６及び左サイドフラップ片７の下面
側に配置されている。従って、センターフラップ片８は、右サイドフラップ片６及び左サ
イドフラップ片７の下面の一部分に重なるように配置され、この右サイドフラップ片６及
び左サイドフラップ片７を下方から支持している。
【００３４】
　上記六角底面ケース１は、第２折り罫線２２ａ及び第５折り罫線２５ａにおいて周壁２
を山折りすると同時に、右サイド折り罫線６ａ、左サイド折り罫線７ａ及びセンター折り
罫線８ａにおいて右サイドフラップ片６、左サイドフラップ片７及びセンターフラップ片
８を谷折りすることにより、全体として扁平状に折り畳むことができる（図６参照）。
　右サイド折り罫線６ａ及び左サイド折り罫線７ａは、センター折り罫線８ａの延長線上
に形成されているので、各折り罫線６ａ，７ａ，８ａにて折り曲げた右サイドフラップ片
６、左サイドフラップ片７及びセンターフラップ片８は、何れも扁平状に折り畳まれる。
【００３５】
　扁平状に折り畳まれた六角底面ケース１は、第２折り罫線２２ａ及び第５折り罫線２５
ａにおいて周壁２を内側へ押圧することによって、周壁２が第１～第６折り罫線２１ａ～
２６ａにて起立し始めると共に、右サイドフラップ片６、左サイドフラップ片７及びセン
ターフラップ片８が起立し始める（図７参照）。
　そして、周壁２が六角筒状になると同時に、右サイドフラップ片６、左サイドフラップ
片７及びセンターフラップ片８が平坦状となる（図５参照）。平坦状となった右サイドフ
ラップ片６と左サイドフラップ片７は、右サイド段部６３と左サイド段部７３が互いに係
合し、この係合した右サイドフラップ片６と左サイドフラップ片７の下面側に、平坦状と
なったセンターフラップ片８が位置する。
　センターフラップ片８は、対向する第３下辺２３ｃ及び第６下辺２６ｃに連設され、且
つ周壁２の内側方向のみに折れ曲げ可能であり（換言すると、周壁２の外側方向へ折れ曲
がり難い）、更に、右サイドフラップ片６と左サイドフラップ片７の下面側に位置してい
る。このため、該センターフラップ片８によって、右サイドフラップ片６と左サイドフラ
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及びセンターフラップ片８から形成された底面５は、ケース内に比較的重い物品を入れて
も抜ける虞がない。
　周壁２及び底面５を形成した六角底面ケース１の上方開口部は、蓋３によって開閉され
る。
【００３６】
　次に、本発明の六角底面ケース１の他の実施形態を示す。
　以下、他の実施形態について説明するが、上記実施形態と同様の構成及び効果について
はその説明を省略し、用語及び図番を援用する場合がある。
　上記実施形態では、センターフラップ片８は、平面視略矩形状であるが、これに限定さ
れず、図８～図１０に示すように、センターフラップ片８は、平面視六角形状に形成され
ていてもよい。
　なお、図８～図１０において、上記実施形態と同様の部分に、上記実施形態と同じ符号
を付している。
【００３７】
　また、上記実施形態では、起立状態の右サイドフラップ片６及び左サイドフラップ片７
は、先端部において係合するように構成されているが、例えば、図８～図１０に示すよう
に、右サイドフラップ片６及び左サイドフラップ片７は、非係合とされていてもよい。こ
の場合、右サイドフラップ片６と左サイドフラップ片７は、図１０に示すように、離反し
ているが、右サイドフラップ片６及び左サイドフラップ片７の下面全体又は下面の一部分
に重なるように、センターフラップ片８が配置されていることにより、底面５の抜けを防
止できる。
【００３８】
　また、上記実施形態では、起立状態の周壁２は、六角筒状であるが、この形状に限定さ
れない。例えば、周壁２は、対向する２つの折り罫線のみが形成されていてもよい。この
ように対向する２つの折り罫線（上記実施形態の第２折り罫線と第５折り罫線に相当）が
形成されていれば、周壁２を扁平状に折り畳むことができる。一方、周壁２を起立させた
状態においては、六角筒状にならなくても、周壁２内に物品を収納できる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の１つの実施形態に係る六角底面ケースを構成するシート材の展開平面図
。
【図２】同六角底面ケースの開蓋状態の正面図。
【図３】同六角底面ケースの底面図。
【図４】同六角底面ケースの一部省略底面図（センターフラップ片を省略）。
【図５】図２のＡ－Ａ線で切断した縦断面図。
【図６】同六角底面ケースを扁平状に折り畳んだ状態の縦断面図。
【図７】同六角底面ケースを起立させる途中の縦断面図。
【図８】本発明の他の実施形態に係る六角底面ケースを構成するシート材の展開平面図。
【図９】同六角底面ケースの底面図。
【図１０】同六角底面ケースの一部省略底面図（センターフラップ片を省略）。
【符号の説明】
【００４０】
　１…六角底面ケース、２…周壁、２１ａ～２６ａ…第１～第６折り罫線、２１ｂ～２６
ｂ…第１～第６上辺、２１ｃ～２６ｃ…第１～第６下辺、３…蓋、５…底面、６…右サイ
ドフラップ片、６ａ…右サイド折り罫線、７…左サイドフラップ片、７ａ…左サイド折り
罫線、８…センターフラップ片、８ａ…センター折り罫線



(9) JP 2010-18297 A 2010.1.28

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(10) JP 2010-18297 A 2010.1.28

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

